
住民

自治体 職員

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 訪問管理

ケース診断会議・

援助方針検討

訪問被保護世帯の格付

け判断

訪問実績の登録

throw 1

catch 3 catch 2

生活保護システム 生活保護システム

訪問計画表の

作成

生活保護システム

・年間訪問計画表

・月間訪問計画表

・ケース訪問計画表

（年間訪問計画表、月間訪問計画表、ケー

ス訪問計画表はシステム内部で閲覧する

ものとし、出力等は想定していない。）

訪問を実施のうえ、ケース診断会議を実施した結果、以下のような判断がされた

場合は、該当する事務を実施する。

・法第28条第5項又は法第62条第3項に基づき保護の停止又は廃止と判断（この

場合、「保護停止・廃止」のフローに進む）

・法第63条適用または、第78条適用と判断（この場合、「戻入」または「返還金・債

権登録」フローに進む）

訪問計画の

策定

生活保護システム

被保護者の格付け（案）

昨年度WTにより判明した問題点

No.8（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：訪問計画の作成に時間を要している

■問題の原因：被保護者ごとに異なる状況を踏まえて、どの訪問格付け

に該当するか、いつ訪問に行くかを考えることが難しい

■解決策（案）：被保護者の状況を踏まえて適切な訪問格付けを判

定してくれるようなツールやシステムの導入を検討する

昨年度WTにより判明した問題点

No.１、11（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：個人情報等の持ち出し/持ち帰りの対応に苦慮している。訪問格付けや事前

メモの作成、訪問ルートの作成に時間を要している。

■問題の原因：

・被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無い

・紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限がある

■解決策（案）

・タブレットから生活保護システムが保有する情報を参照できるようにし、事前のメモ作成を

・生活保護システムが保有している被保護者の情報をモバイル端末（タブレット・スマー

トフォン等）で閲覧しながら、訪問を行う。

・訪問時における被保護者からの問い合わせについて、チャットボット等を活用しつつ、

回答を行う

昨年度WTにより判明した問題点

No.2（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：訪問等の日程調整が難航する点や被保護者が不在で業務が滞ること

がある

■問題の原因：

・訪問予定の調整の手段が、電話や手紙等の限られた手段しかない

・訪問前の当日の在室確認における双方向の連絡手段が電話以外に無く、被保

護者が電話に気づかない場合などは、訪問しないとケースワーカーは被保護者の不

在を把握できないため

■解決策（案）

訪問予定をシステムで通知する

訪問予定の通知

訪問予定の把握

昨年度WTにより判明した問題点

No.3、７、16（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに不足しているプロセスについての問題

■問題点：生活保護システムの情報を持ち出すことができず、訪問時における問い合わせ対応がス

ムーズに実施できないことがある。訪問先の地図情報や生活保護システムの情報の事前メモ作成に

時間を要している。

■問題の原因：

・被保護者の情報を紙資料以外で持ち出す手段が無く、システムが保有する被保護者の情報を紙

資料や画面で訪問先で閲覧できない

・紙資料での持ち出しは個人情報保護の観点で制限がある

■解決策（案）

・タブレットから生活保護システムが保有する情報を参照できるようにし、事前のメモ作成を不要にする

訪問時のやり取り

の記録

生活保護システム

・タブレット端末で記録を取る

（テキストの訪問メモ、訪問時の会話の録音（録

音内容の文字起こし等を含む）

昨年度WTにより判明した問題点

No.29（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：ケース記録の入力や被保護者の情報参照にあたって、システムの操作に多くの時間

を要している

■問題の原因：

・ケースワーカー1人に対する被保護世帯数が多く、各被保護者との面談結果等ケース記録に

入力しなければならない内容が多いため

・移送費の支給や医療券・介護券の発券処理など、定型的な処理をケースワーカーが行ってい

るため

・援助方針などの常に把握しておくべき情報と定期的（隔月・半年・年一回）に確認が必要な

情報が区別されておらず、両方の情報について都度システムや調書を閲覧しないと把握できない

ため

■解決策（案）

・被保護者とケースワーカーとのやり取りを自動で記録するツールやシステムを導入する

追加する想定の機能（たたき台）（※黒字は既存の機能要件、赤字は追加予定の機能）

・タブレット端末により、生活保護システム内の被保護者の情報（世帯構成、他法、収入、医療・

介護扶助）を照会できること。

・タブレット端末において、タッチペンによる手書き又は定型文入力により訪問記録を登録・修正でき

ること。

・ タブレット端末に保存した情報を生活保護システムに取り込むことができること。

・被保護者のスマートフォン等に訪問予定を通知できること。

・入力した被保護世帯、被保護者の状況を踏まえて、訪問格付けの案、訪問計画の案を作成で

きること。

・被保護者との会話内容をタブレット端末等を用いて録音できること。

・被保護者との会話内容の録音からテキストデータを作成できること。

・被保護者との会話内容のテキストデータをもとにして、ケース記録の素案を作成できること。

・予め取り込んだ生活保護実施要領、生活保護法、関係通知等の情報をもとにして、ケースワー

・被保護者のスマートフォン等に対して、SMSなどで訪問予定日を通知する

（スマートフォン等がない被保護者に対しては、従来通り電話・手紙等で通知を行う）

WTにおける確認事項

・被保護者に訪問予定日を通知するだけで良いか伺いたい。

（訪問予定日の都合が合わない場合は、被保護者から電話・手紙・来所

等でケースワーカーに連絡する運用で良いか。それとも、被保護者側からシス

テムを通じてケースワーカーに訪問予定日の都合が合わないことの連絡をする

運用まで必要か確認したい。）



住民

自治体 職員

業務フロー 訪問管理
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

必要書類の

作成・保管

決裁

catch 1

throw 2 throw 3

訪問計画の見直し、

再訪問が必要か

No

Yes

ケース診断会議

の実施、援助方

針の見直しが必

要か No

Yes

・ケース記録票

（ケース記録票はシステム内部

で閲覧するものとし、出力等は

想定していない。）

生活保護システム 生活保護システム

所内面接、電話連絡の結果を

踏まえケース診断会議等を実施

するケースも存在する。

・訪問時のテキストメモ、訪問時の会話の録音

内容をもとに、定型的なケース記録の素案を自

動で作成する

昨年度WTにより判明した問題点

No.12、29（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：ケース記録の作成に時間を要している。ケース記録の入力や被保護者の情報参照にあたって、システムの操作に多くの時間を要している。

■問題の原因：

・被保護者とのやり取りを全て記録しようとすると時間が足りなくなってしまう

・ケース記録に記載すべき内容は多種多様であり、記載事項について定まっていない

・ケースワーカー1人に対する被保護世帯数が多く、各被保護者との面談結果等ケース記録に入力しなければならない内容が多いため

・移送費の支給や医療券・介護券の発券処理など、定型的な処理をケースワーカーが行っているため

・援助方針などの常に把握しておくべき情報と定期的（隔月・半年・年一回）に確認が必要な情報が区別されておらず、両方の情報について都度システム

や調書を閲覧しないと把握できないため

■解決策（案）

ケース記録に記載すべき事項について整理した上で、判断が不要、もしくは非常に少ない定型的業務について、自動入力や自動処理が可能なシス

テムを構築する

・ケース記録の作成にあたっては、タブレット端末で取った記録

（テキストメモ、録音内容のテキストデータ等）を活用し、RPAなど

を用いてケース記録の素案を作成することを想定している）

（RPA機能は生活保護システムの機能として実現する方法、生活

保護システムに外部システムを組み合わせて実現する方法のい

ずれも可能である。）


